
資料3
■保健・福祉・⼦育て⽀援施設(仮称)の機能ごとの規模の概算結果 ■必要な部屋数の合計

機能 施設⽬的 備考 部屋名 部屋数 備考
（１）市⺠が健幸になれる拠点（保健機能） 保健センター 市⺠の健康の増進 事務室 11

⼦育て世代の交流機能 地域の⼦育て⽀援 遊び場 ⼩/中/⼤ 731.85 1218.75 1513.75 会議室 12
⼦育て⽀援⾏政事務 ⼦育て世代の利便性の向上 相談室 6
⼦育て包括⽀援センター 妊娠期から⼦育て期にわたる切れ⽬のない⽀援 健康診断会場 1

待合室 1
印刷作業室 1

ボランティア 福祉のまちづくりのためのボランティア拠点運営 社協 調理室 2
市⺠活動（地域福祉） 地域福祉の推進 社協 更⾐室 1
多世代交流 多世代交流、社会参画 倉庫 1
消費⽣活センター 消費⽣活の⽀援 運動スペース 2
認知症コホート研究 コホート研究発表 書庫スペース 1

検診⾞駐⾞スペース及び屋根 1 ※⾯積に含めていない

介護予防スペース 1
⽣活困窮⾃⽴⽀援 ⽣活困窮者の⾃⽴⽀援 社協委託 貸室 1
権利擁護推進センター 認知症や障がいのある⼈の権利擁護 社協委託 遊び場スペース 1
社会福祉協議会（事務室等） 地域福祉活動の推進 託児室 1

遊び場 ⼩/中/⼤ 4246.53 4733.43 5028.43 サークル活動室 2
1463.51 1950.41 2245.41 多⽬的スペース 2

市役所に残す機能 ⼦どもトイレ
授乳室

おむつ替え室
飲⾷スペース 1
情報コーナー 3 ※⾯積に含めていない

【遊び場参考事例】 啓発コーナー 1 ※⾯積に含めていない

■機能の棲み分けの特徴

※この資料を基に統合・効率化できる箇所を精査
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導入機能と施設規模（案）

地域包括⽀援センターのサテライト
（総合相談窓⼝）

（２）親と⼦どもをすこやかに育む拠点
（⼦育て⽀援機能）

（３）市⺠と地域のつながりを⽀える拠点
（福祉機能）

必要⾯積(㎡)
1026.31

345.50
277.10

54.88
106.18
731.66

⼦ども家庭総合⽀援拠点 相談を通じたソーシャルワークによる児童虐待等へ
の対応

277.10

67.70

・⼦育て⽀援に関する⾏政機能も移転し、連携強化につながり、⼿続き・相談・⽀援とワンストップで分かりやすい⾏政サービスが提供できる。
・⼦育てのワンストップサービスができる施設として、⼦育て層の市⺠に広く周知でき、新たな⼦育て⽀援事業の展開も期待できる。
・地域包括⽀援センターのサテライト機能を設置することにより、ワンストップ窓⼝相談窓⼝設置による連携強化と集約化が可能となり、市⺠に分かり
やすくすることで、市⺠サービスの向上につなげる。

⼦育て⽀援施設と多世代交流の内訳：

1

総合相談＋権威擁護相談

 ア 福祉課(消費⽣活センター以外)
 イ 保険介護課 （国保年⾦係、⾼齢者医療係、介護保険係）
 ウ 地域包括⽀援センター(本体)

327.03
合計：

連携


